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○ 本冊子の収録について

本冊子は、「第７回線引き見直し」に係る県央広域都市計画圏（６市１町 相

模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び愛川町の都市計画区域

で構成）の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等について取りまとめ

たものです。（ただし、指定都市である相模原市の都市計画区域分については除

きます。）
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厚木都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

厚木都市計画 区域区分

厚木都市計画 都市再開発の方針

厚木都市計画 住宅市街地の開発整備の方針

大和都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

大和都市計画 区域区分

大和都市計画 都市再開発の方針

大和都市計画 住宅市街地の開発整備の方針

大和都市計画 防災街区整備方針

海老名都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

海老名都市計画 区域区分

海老名都市計画 都市再開発の方針

海老名都市計画 住宅市街地の開発整備の方針

座間都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

座間都市計画 区域区分

座間都市計画 都市再開発の方針

座間都市計画 住宅市街地の開発整備の方針

綾瀬都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

綾瀬都市計画 区域区分

綾瀬都市計画 都市再開発の方針

綾瀬都市計画 住宅市街地の開発整備の方針

愛川都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

愛川都市計画 区域区分

愛川都市計画 住宅市街地の開発整備の方針

県央広域都市計画圏　収録内容

都市名 件　　　　　　　　　名 頁番号
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